
 
市、地域経済団体、 
商店会は、条例の 
趣旨を周知するよ 
う努めます。 

大和市商業振興条例の概要 

―平成25年4月1日に、大和市商業振興条例が施行されました― 

 自らの創意工夫により経営基
盤の強化に努め、市民の良好な
生活環境に配慮した事業展開や
地域社会への貢献に努めます。
常に情報収集をし、社会情勢の
変化を把握するとともに、商品・
役務の提供については、品質な
どの向上を図ります。 

 また、地域経済団体や商店会
に積極的に加入し、市の施策や
地域経済団体・商店会の活動に
協力するよう努めます。 

 にぎわいのある地域コミュニ
ティの形成を目指して、イベント、
防犯・防災活動等の地域社会へ
の貢献に努めます。 

 また、会員相互の連携を強化し、
組織を充実させるとともに、市の
施策や地域経済団体の活動に
協力します。 

 商業の振興に関する施策を総合的に推進し、国、神奈川県、
地域経済団体、商店会等と連携を図ります。 

 市の施策や地域経済団
体・商店会の活動に協力
するよう努めます。 

 商業者等の商業活動に
対する支援を行うとともに、
市、商店会、市民と協力し
て、商業振興のための事
業の実施に努めます。 

 市長は、商業の振興に関する施策についての基本的な計画
を策定するよう努めます。 

 計画の策定、変更にあたっては、地域経済団体、商店会、商
業者等、市民の意見を反映できるよう、必要な措置を講じ、この
計画を公表します。 

目的 

商業者等の役割 
商店会の役割 

地域経済団体 
の役割 

市民の役割 

市の役割 

基本計画の策定 

市では、商業振興に関する施策を総合的、計画的に推進するために、平成25年度に 
商業戦略計画の策定を行います。関係者の皆様のご意見をお待ちしています。 

大和市イベントキャラクター 
ヤマトン 

やまと商店会どっとこむキャラクター 
ヤマベー 

条例の啓発活動等 

 この条例は、市、
地域経済団体、商
店会、商業者等、市
民の役割を定めるこ
とによって、商業基
盤の強化と地域社
会の活性化を促進
することを目的とし
ます。 



大和市商業振興条例（全文） 

大和市役所 市民経済部 産業活性課 商業活性担当   

電話：046-260-5134 FAX：046-260-5138 

問 お 合 せ 

（目的） 
第１条 この条例は、商業が地域経済及び地域社会に果 
 たす役割の重要性に鑑み、市、地域経済団体、商店会、 
 商業者等及び市民がそれぞれ果たすべき役割を定める 
 ことにより、商業基盤の強化及び地域社会の活性化を  
 促進し、もって市民生活の向上と地域社会の持続的な 
 発展に寄与することを目的とする。 
 
（定義） 
第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意 
 義は、当該各号に定めるところによる。 
 (１) 地域経済団体 大和商工会議所その他の本市の 
   商業の振興を図ることを目的とする団体（次号に   
   掲げるものを除く。）をいう。 
 (２) 商店会 本市の区域内に存する商店街振興組合 
   法（昭和37年法律141号）に規定する商店街振興組 
   合、中小企業等協同組合法（昭和24年法律181号） 
   第３条第１号に規定する事業協同組合（商業に係 
   るものに限る。）又はこれらに類する団体で法人 
   格を有しないものをいう。 
 (３) 商業者等 本市の区域内において、小売業、 
   サービス業その他の商業を営む個人又は法人その 
   他の団体及び大規模小売店舗立地法（平成10年法 
   律第91号）第２条第２項に規定する大規模小売店 
   舗を設置する個人又は法人をいう。 
 
（市の役割） 
第３条 市は、第１条に規定する目的にのっとり、商業 
 の振興に関する施策を総合的に推進するものとする。 
２ 市は、商業の振興に関する施策を推進するに当たっ 
 ては、国、神奈川県、地域経済団体、商店会その他の 
 関係機関と連携を図るものとする。 
 
（基本計画の策定等） 
第４条 市長は、商業の振興に関する施策を総合的かつ 
 計画的に推進するため、市の総合計画等との整合性を 
 図りながら、商業の振興に関する施策についての基本 
 的な計画（以下「基本計画」という。）を策定するよ 
 う努めるものとする。 
２ 市長は、基本計画を策定し、又は変更しようとする 
 ときは、地域経済団体、商店会、商業者等及び市民の 
 意見を反映できるよう、必要な措置を講じなければな 
 らない。 
３ 市長は、基本計画を策定し、又は変更したときは、 
 これを公表するものとする。 

（地域経済団体の役割） 
第５条 地域経済団体は、商業者等の商業活動に対する 
 支援を行うとともに、市、商店会及び市民と協力して、 
 商業振興のための事業の実施に努めるものとする。 
 
（商店会の役割） 
第６条 商店会は、商店会を中心とするにぎわいのある 
 地域コミュニティの形成を目指して、イベント、防犯 
 活動、防災活動等の地域社会への貢献に努めるものと 
 する。 
２ 商店会は、その属する会員相互の連携を強化し、組 
 織の充実を図るとともに、市が推進する商業の振興に 
 関する施策及び地域経済団体が行う活動に協力するも 
 のとする。 
 
（商業者等の役割） 
第７条 商業者等は、自らの創意工夫により経営基盤の 
 強化に努めるとともに、地域社会の一員であるとの認 
 識に立って、地域経済団体と連携して、市民の良好な 
 生活環境に配慮した事業展開及び雇用促進、環境対策、 
 防犯活動、防災活動等の地域社会への貢献に努めるも 
 のとする。 
２ 商業者等は、常に情報収集に努め、社会情勢の変化 
 を把握するとともに、商品又は役務を提供するに当 
 たっては、品質その他の内容の向上を図ることで、市 
 民生活の向上に寄与するよう努めるものとする。 
３ 商業者等は、地域経済の担い手であることを自覚し、 
 地域経済団体及び商店会に積極的に加入し、市が推進 
 する商業の振興に関する施策並びに地域経済団体及び 
 商店会が行う活動に協力するよう努めるものとする。 
 
（市民の役割） 
第８条 市民は、市が推進する商業の振興に関する施策 
 並びに地域経済団体及び商店会が行う活動に協力する 
 よう努めるものとする。 
 
（条例の啓発活動等） 
第９条 市は、この条例の趣旨を地域経済団体、商店会、 
 商業者等及び市民に周知するよう努めなければならな 
 い。 
２ 地域経済団体及び商店会は、その構成員に対して、 
 この条例の趣旨を周知徹底するよう努めなければなら 
 ない。 
 
附 則 
 この条例は、平成25年４月１日から施行する。 
 
 


